
★ 

ふ
る
さ
と
広
島
の
景
観
の
保
全
と
創
造
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第 

 
 

十
号
）
（
環
境
保
全
課
） 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

市
町
が
主
体
と
な
っ
た
景
観
行
政
の
推
進
を
図
る
た
め
、
市
町
が
景
観
法
に
基
づ
き
定
め
た
景
観
に

関
す
る
条
例
の
届
出
等
が
必
要
な
行
為
は
、
ふ
る
さ
と
広
島
の
景
観
の
保
全
と
創
造
に
関
す
る
条
例
の

適
用
除
外
行
為
と
し
て
扱
え
る
よ
う
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日 

 










